
平成 24 年 10 月 10 日

深層崩壊に関する渓流（小流域）レベルの調査について
～深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ～

国土交通省本省において、９月１０日に「深層崩壊に関する渓流（小流域）レベル調査について」

を記者発表しています。

（http;//www.mlit.go.jp/report/press/index.html）

湯沢砂防事務所管内における調査実施箇所について（資料１）、調査結果（資料２）が取りまと

まりましたので公表します。

［公表資料］

・ 資料１ 北陸地方整備局 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図

・ 資料２ 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ

・ 参考資料１ 調査、評価の方法

・ 参考資料２ 北陸地方整備局における深層崩壊に関する主な取り組み

－お問い合わせ－

湯沢砂防事務所 電話 （０２５）７８４－２２６３（代表）

（技）副所長 関 敏文（内線２０４）

調査課長 渡邉 正一（内線３５１）



北陸地方整備局管内 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図（1/2）
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84-13 湯沢
（第四紀火山岩類

破間川地域）

84-11 湯沢
（第四紀・新第三紀堆積岩類）

84-12 湯沢
（第四紀・新第三紀堆積岩類
H16中越地震影響範囲）

84-14 湯沢
（第四紀火山岩類

清津川・中津川地域）

84-15 湯沢
（新第三紀火山岩類）

84-16 湯沢
（古第三紀深成岩類 北部地域）

84-17 湯沢
（古新第三紀深成岩類 南部地域）

84-18 湯沢
（中古生代付加体 おもに堆積岩類）

84-19 湯沢
（新第三紀堆積岩類・火山岩類）

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図は、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の

発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いて渓流レベル評価を行った区域を示したものです。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評
価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません。
※あくまでも評価区域内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価区域において同じ

評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。

資料１

(1/2)

(2/2)

凡 例
評価区域（今回公表）

10月1日公表済み区域

今後公表



北陸地方整備局管内 深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図（2/2）
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＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図は、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽

出マニュアル（案）」を用いて渓流レベル評価を行った区域を示したものです。
•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、現地踏
査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評価を左右するものではありません。
•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）を最も
確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません。
※あくまでも評価区域内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価区域において同じ評価レベル結果であった

としても、危険度が同程度であるということを示すものではありません。
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したものであ

り、個別の斜面の危険性を判断するものではありません。

(1/2)

(2/2)

凡 例
評価区域（今回公表）

10月1日公表済み区域

今後公表
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参考資料１

○ 調査、評価の方法

今回の渓流（小流域レベル）の調査結果は、以下に示す方法により一定の地域内における、

深層崩壊が発生する「相対的な危険度」を示したものであり、評価区域内での適合性を最適

化するため、評価区域毎に評価要素の指標を分析、設定しています。このため、評価結果は、

あくまで、評価区域内での相対評価であり、評価区域が異なる場所と評価結果を比較する事

ができないことに注意してください。

資料１で示す範囲について、「深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」

（独立行政法人土木研究所）に基づき調査を行っており、概略の手順は以下のとおりです。

① 空中写真判読等により、比較的簡便に調査が可能な以下のＡ～Ｃの３要素を調査し、約

1km2 の渓流毎に整理

Ａ 深層崩壊の発生実績

Ｂ 地質構造及び微地形要素

Ｃ 地形量（勾配及び集水面積）

② 地質や気象条件が概ね等しいと考えられる地域（以下、評価区域）毎に、B 及び C の指

標を分析・設定

③ 評価区域内の相対的な危険度を、３指標の有無により４段階（３指標が該当、２指標が

該当、１指標が該当、該当無し）で評価し、地図に色分けして表示（資料２）

3指標が該当 ：相対的な危険度の高い渓流

2指標が該当 ：相対的な危険度のやや高い渓流

1指標が該当 ：相対的な危険度のやや低い渓流

該当無し ： 相対的な危険度の低い渓流

相対的な
危険度
評価

低

高

深層崩壊の
発生実績のある小流域

①

どの指標も存在しない、深
層崩壊の発生のおそれが
低い小流域

微地形及びの
地質の特徴を
持つ小流域

地形量の特徴
（勾配と流域面積）

を持つ小流域

③②

全対象流域

3指標が該当 ：相対的な危険度の高い渓流

2指標が該当 ：相対的な危険度のやや高い渓流

1指標が該当 ：相対的な危険度のやや低い渓流

該当無し ： 相対的な危険度の低い渓流

相対的な
危険度
評価

低

高

深層崩壊の
発生実績のある小流域

①

どの指標も存在しない、深
層崩壊の発生のおそれが
低い小流域

微地形及びの
地質の特徴を
持つ小流域

地形量の特徴
（勾配と流域面積）

を持つ小流域

③②

全対象流域




